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Ⅰ 政策提言への対応
１ 買物弱者の実態把握及び県の施策の検討

※括弧内は事業当初予算額の全体

提 言 提言への対応 所管
①買物弱者の ○ 「買物アクセスマップ」の作成 地域政策課

実態把握 県内の区域ごとに，人口に占める高齢者数
の割合や小売店舗数の状況を分類した「買物
アクセスマップ」を作成した。
⇒ 地図上を500m四方（メッシュ）に区切り，

計10,343箇所を抽出した。65歳以上人口割合が50
%以上かつ小売店舗数が１店舗以下であるエリア
は，メッシュの箇所数では35％，人口では９％（約
14万人），うち65歳以上人口は17％であった。

○ 買物弱者等実態把握調査の実施 地域政策課
市町村や集落の各世帯，代表者に対して調

査を実施し，実態を把握した。
⇒ 買物の際の交通手段は自家用車の利用が８割を

超え，免許返納後や健康面に不安のある高齢者等
が，運転ができずに，今後，買物弱者となるリス
クが高い。

②現行の買物 ○ 買物弱者等実態把握調査の実施 地域政策課
支援サービ 買物支援サービスの提供事業者に対して調
ス等の実態 査を実施し，実態を把握した。
把握 ⇒ 市町村において，コミュニティバスや乗合タク

シーの運行等の支援を実施。
事業者により移動販売や配達等が行われている

が，行政に対して，サービスの周知と初期費用に
係る支援等の要望があった。

③市町村と連 ○ 買物弱者支援地域推進班会議での意見交換等 全 庁
携した県の 買物弱者等実態把握調査や，各地域振興局
施策の検討 ・支庁に設置した買物弱者支援地域推進班に

おける市町村・事業者等との意見交換等を踏
まえ，県の施策を検討した。

今後とも引き続き，買物弱者支援推進本部
体制のもと施策の検討を行う。

○ 姶良・伊佐地域生活支援体制推進事業 姶良・伊佐
（R６：３百万円） 地域振興局

姶良・伊佐地域において，「困っている方」
に対する適切な施策や買物支援などのサービ
ス等を行う生活支援体制を構築するため，集
落等に対し詳細な調査を実施し，地域振興局
・各市町（集落）が行うべき具体的施策を検
討する。（地域振興推進事業）
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２ 持続的な支援体制の整備

提 言 提言への対応 所管
①県の支援体 ○ 買物弱者支援推進本部等の設置 地域政策課

制の整備 買物弱者支援推進本部の下，関係各課によ
り，必要な施策の検討等を行う買物弱者支援
推進班や，各地域振興局・支庁において，市
町村や事業者等と連携して買物弱者への支援
に関する協議・調整等を行う買物弱者支援地
域推進班を設置した。

②包括的な相 ○ 買物弱者支援促進事業（R６：37百万円） 地域政策課
談窓口の設 各市町村の相談体制を整備するとともに，
置 住民等からの相談を受け付ける窓口を，県や

市町村の社会福祉協議会等に設置する。

○ 相談対応の実施 全 庁
県（買物弱者支援推進本部）や関係団体等

が連携して相談に対応する。

③買物支援に ○ 買物弱者支援促進事業 地域政策課
関する情報 （R６：37百万円）〔再掲〕
の発信 ・ 地域住民向けサービスの情報や市町村・

県による支援施策，相談窓口について，リ
ーフレットにより周知する。

・ 県ホームページ上に買物弱者支援のペー
ジを新設し，住民向けサービスの情報や市
町村等による支援制度，相談窓口等を案内
する。

・ 買物支援サービス等の情報発信に取組む
市町村のシステム構築経費を助成する。
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３ 買物支援等の推進

提 言 提言への対応 所管
①市町村と連

携した県の ア 市町村への支援
買物支援の
推進 ○ 買物弱者支援促進事業 地域政策課

（R６：37百万円）〔再掲〕
・ 市町村が新たな買物支援を検討するため

に要する経費を助成する。
・ 市町村が買物弱者対策の導入支援に要す

る経費を助成する。

○ 地域振興推進事業（R６：700百万円） 地域政策課
各地域振興局・支庁が，地域における「県

政の総合拠点」として地域の振興を図るため，
地域固有の課題解決や地域活性化策に迅速か
つ柔軟に取り組む。

○ 半島特定地域「元気おこし」事業 地域政策課
（R６：87百万円）

地理的に厳しい条件下にある半島先端部地
域の活性化を図るため，地元市町等が行う産
業振興等に向けた取組を支援する。

○ 特定離島ふるさとおこし推進事業 離島振興課
（R６：900百万円）

本県離島の中でも特に自然条件等が厳しい
三島村，十島村等を対象に，生活改善施設整
備や定住促進対策などの日常生活に密着した
各種事業により，売店・給油所の整備や飲食
物にかかる輸送コスト支援等を行う市町村を
支援する。

○ コミュニティ助成事業（自治総合センター）地域政策課
一般財団法人自治総合センターのコミュニテ（国等事業）

ィ助成事業において，高齢者・障がい者等の外
出を促進するためのバリアフリー対応車両の整
備を行う市町村を助成する。

○ 商店街活性化デジタル活用支援事業 商工政策課
（R６：８百万円）

市町村が商店街と連携し，デジタル技術を
活用して買物弱者対策を含む地域課題の解決
等に取り組むために要する経費を助成する。
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提 言 提言への対応 所管

イ 買物支援サービス提供事業者への支援

○ 起業支援プロジェクト事業 新産業創出室
（R６：31百万円）

買物弱者対策を含む，地域課題解決に資す
る事業等を対象とするビジネスプランコンテスト
の最終審査会参加者を対象に，プランの事業
化を推進するため，起業初期に要する経費の
一部を助成する。

○ 地域課題解決活動支援事業 大 隅 地 域
（R６：６百万円） 振 興 局

大隅地域において，自治会，ＮＰＯ法人，
事業者等による地域課題（買物弱者支援も含
む）の解決に向けた取組を支援する。

（地域振興推進事業）
拡充の内容：買物弱者支援も含む商店街

振興枠を新たに設置した。

ウ 高齢者及び高齢者等を支える活動への支援

◆ 市町村による介護保険制度の支援におい
て，要介護認定者に対し，一定の条件の下，
訪問介護（ホームヘルプ）のサービスとし
て，生活必需品の買物や食事の準備といっ
た生活援助を実施している。

また，介護が必要な状態になることを予
防するため，運動などの生活機能低下があ
る人を対象に，介護予防・生活支援サービ
ス事業として，買物や通院の移動支援を実
施している。

◆ 障がい者については，市町村において地
域生活支援事業として，１人では移動が困
難な者に対してガイドヘルパーを派遣し，
買物等の外出時の移動支援を実施してい
る。

○ 高齢者地域支え合いグループポイント事業 高齢者生き
（R６：71百万円） 生き推進課

高齢者を含むグループが行う高齢者を対象
とした買物支援等のボランティア活動（互助
活動）に対し，地域商品券等に交換できるポ
イントを付与する。
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提 言 提言への対応 所管
○ 介護人材確保ポイント事業 高齢者生き

（R６：９百万円） 生き推進課
幅広い年齢層の個人が行う高齢者を対象と

した買物支援等のボランティア活動に対し，
地域商品券等に交換できるポイントを付与す
る。

○ 生活支援コーディネーター体制構築事業 高齢者生き
（R６：４百万円） 生き推進課

市町村に配置され，買物を含む生活支援等
の地域資源把握や開発等を担う生活支援コー
ディネーターについて，養成・資質向上のた
めの研修会等を実施する。

エ コミュニティ等への支援

○ 持続可能な地域コミュニティ構築支援事業 くらし共生
（R６：10百万円） 協 働 課

小学校区などの範囲において，自治会やＮ
ＰＯ，企業など多様な主体が連携・協力して，
買物弱者対策等，地域課題の解決を図る地域
コミュニティ（コミュニティ・プラットフォ
ーム）づくりに向けた市町村や地域の取組を
支援する。

○ 地域貢献活動サポート事業 くらし共生
（R６：２百万円） 協 働 課

「ふるさと納税制度」を活用し，買物弱者
対策等，地域課題の解決に向けた活動を行う
NPO法人，地域コミュニティ等の団体を支援
し，その活動の活性化と関係人口の創出を図
ることを目的に，県から団体へ助成金を交付
する。

○ むらづくり実践活動支援事業 農村振興課
（R６：31百万円）

農村集落の持続的な発展を図るため，買物
弱者等の「生活支援」を実施する農村型地域
運営組織（農村RMO）の形成支援を実施し，
地域コミュニティの維持に資する取組を行う
地域協議会等に対し，補助金を交付する。

○ 中山間地農業ルネッサンス推進事業 農村振興課
（R６：21百万円）

中山間地域での収益力向上，販売力強化，
買物弱者等の生活支援等に関する具体的な取
組，デジタル技術の導入・定着を後押しする
ことで，優良事例創出を推進する。
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提 言 提言への対応 所管

オ その他

○ 県営住宅への入居要件の見直し 住宅政策室
買物弱者である買物に不便な立地にある自

己所有の住宅や公営住宅に居住する者を，県
営住宅の入居要件である「住宅に困窮する者」
として取り扱うことで，買物に便利な県営住
宅へ入居を可能とする。

○ 指定管理者の自主事業の充実 住宅政策室
指定管理者の自主事業の一例として，県営

住宅敷地内での入居者に対する移動販売やサ
ービスの提供を可能とする。

○ 小規模離島等生活環境改善事業による支援 離島振興課
国土交通省の小規模離島等生活環境改善事（国等事業）

業において，日用品の買物や島内移動等の日
常生活への著しい支障が生じている離島にお
いて，島民の日常生活機能を補完する取組を
支援する。

②事業者と関 ○ 買物弱者支援地域推進班会議での意見交換等 地域政策課
係者間にお 地域振興局・支庁で開催する買物弱者支援
けるマッチ 地域推進班会議において，地域住民や事業者，
ングの推進 市町村による協議・情報交換を行う。

○ 買物弱者支援促進事業 地域政策課
（R６：37百万円）〔再掲〕

市町村が新たな買物弱者への支援を検討す
るために要する経費を助成する。

地域住民向けサービスの情報や市町村・県
による支援施策，相談窓口について，リーフ
レットにより周知する。

○ つなぐ・つながる協働促進マッチング事業 くらし共生
（R６：１百万円） 協 働 課

買物支援も含め，多様な主体の協働による
社会貢献活動の取組を活性化するため，地域
コミュニティやＮＰＯ，企業などのマッチン
グの場を提供し，協働事業を促進する。
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提 言 提言への対応 所管
③地域交通政

策の推進 ◆ 国土交通省の地域公共交通確保維持事業
において，過疎地域等のコミュニティバス
・デマンドタクシー・自家用有償旅客運送
等の運行や車両購入，貨客混載の導入を支
援する。

各市町村においては，当該事業を活用し，
地域の実情に応じた取組を実施する。

◆ 国においては，現状のタクシー事業では
不足している移動の足を，地域の自家用車
や一般ドライバーを活かしたライドシェア
により補うこととし，速やかにタクシー事
業者の運行管理の下での新たな仕組みを創
設する予定。

タクシーが不足する地域・時期・時間帯
を特定し，タクシー事業者が運送主体とな
り，地域の自家用車・ドライバーを活用し，
アプリによる配車とタクシー運賃の収受が
可能な運送サービスを，本年４月から提供
予定。

○ 地方バス路線維持対策事業 交通政策課
（R６：268百万円）

地域住民の日常生活に必要な広域的・幹線
的バス路線の維持を図るため，運行費及び車
両購入時の減価償却費等を補助する。

○ 地方公共交通特別対策事業 交通政策課
（R６：282百万円）

路線が廃止された地域における住民の移動
手段を確保するため，市町村が行う廃止路線
代替バス等の運行等を補助する。

○ 指定航路補助事業（R６：19百万円） 交通政策課
地域住民の生活物資の購入など生活航路と

して必要不可欠な航路を指定航路に指定し，
欠損額を補助する。
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提 言 提言への対応 所管
○ 地域公共交通計画推進事業 交通政策課

（R６:４百万円）
県地域公共交通計画を基に，地域公共交通

の維持・確保のため，必要な施策を推進する
とともに，同計画の進捗状況のフォローアッ
プを行うため，協議会を開催する。

ライドシェアへの対応については，地域住
民の安全性を確保しつつ，地域の移動手段が
確保されるよう国の検討結果を踏まえ検討を
行う。

④新しい技術 ○ 買物弱者支援促進事業 地域政策課
の活用の推 （R６：37百万円）〔再掲〕
進 先進技術を活用した買物弱者支援策を調査

し，市町村等への普及を図る。

○ ドローン関連ビジネス育成支援事業 新産業創出室
（R６：11百万円）

本県の地域課題をドローンを活用して解決
する新サービスの事業化に向けた実証実験に
要する経費を補助する。
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○ 相談に対しては，一義的には，住民に身近な各市町村等が対応するが，
県関係課や，関係団体等と連携して対応し，困りごとの解消につなげる。

○ 広域的に関係する相談や，県や関係団体等も関連する相談など，各市町
村等で対応が困難な相談に対する窓口を，県の社会福祉協議会に設置する。

〔相談対応のイメージ〕
① 各市町村及び各市町村社協が連携して相談に対応する。
②-a ①で対応できない相談があった場合には，市町村は，県社協に相談する。
②-b 県や関係団体等が関連する相談について，県社協において相談を受ける。
③ 県社協で対応できない相談があった場合には，県社協は内容に応じて，県に相談する。
④ ③により県社協から対応を依頼された県は，相談内容について，必要に応じて関係団体と
連携・調整の上，相談者に連絡して対応する。

⑤ ④により対応した機関は，相談者への対応結果について県社協へ報告（関係団体は県を通じて報
告）し，県社協は②や④の対応結果について県にとりまとめて報告する。

⑥ 県社協は，対応結果を市町村・市町村社協に情報共有する。

⑴ 相談窓口の設置

〔相談窓口の全体像（県HPの公表イメージ）〕
【市町村の窓口】：各市町村・社協の担当課，電話番号等
【県の窓口】：〔平日9:00〜17:00〕（県社会福祉協議会地域福祉部）：099-257-3855
〔担当課〕◇ 買物弱者支援の制度等について〔平日8:30〜17:15〕（県総合政策部地域政策課）

：099-286-2428
◇ 企業等への支援について〔平日8:30〜17:15〕（県商工労働水産部商工政策課）

：099-286-2931

相談者〔地域住民・事業者〕

鹿児島県社会福祉協議会（県社協）

相談・対応

県社協から
事前連絡の上，
各機関から対応

①

県 支援地域推進班（各地域振興局・支庁）

②-b
④

②-a

④

県 支援推進班
（地域政策課，商工政策課等）

関係団体
（商工団体，ＮＰＯ法人等）

管内の対応
を報告

相談

対応依頼

対応依頼

⑤報告

相談・対応

③

市町村
市町村社会福祉協議会（市町村社協）

情報共有⑥

【相談体制イメージ図】

１ 買物弱者への支援に関する情報提供
Ⅱ 買物弱者支援促進事業
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〔掲載内容〕
① 企業（店舗）や組合，ＮＰＯ法人等による買物支援サービスの情報
② 市町村や県による支援施策の情報
③ 相談窓口の情報

〔作成・周知方法〕
○ 地域（地域振興局・支庁）単位でリーフレットを作成し，市町村及び
集落を通じて，リーフレットを高齢者がいる世帯等に配布する。

○ 県や市町村のホームページ，公式ＬＩＮＥ等で発信する。

⑵ 住民向けサービスの周知

① 買物支援サービスの情報
・移動販売 ・買物代行 ・配達
・交通支援 ・送迎 ・ネットスーパー 等

各サービスについて，
・提供している店舗，組合，
ＮＰＯ法人等名

・提供者の住所及び電話番号
・対象地区や提供スポット
・取り扱い品
・営業時間や定休日
・サービス料金 等を明示する。

② 市町村や県による支援施策の情報
〔イメージ〕
県
・ 高齢者を含むグループが行う高齢者
を対象とした買物支援等のボランティ
ア活動（互助活動）に対し，地域商品
券等に交換できるポイントを付与しま
す。（担当：高齢者生き生き推進課）

市町村
・ 75歳以上の高齢者や障がい者等の運
転免許証をお持ちでない方に対して，
タクシー利用に係る運賃の一部を助成
します。（1人当たり利用券300円を
年間24枚交付）

・ ドライブサロンにて，地域の集合場
所から店舗等への移動を支援します。

③ 相談窓口の情報
【市町村の窓口】
各市町村・社協の担当課・番号
【県の窓口】
〔平日9:00〜17:00〕
県社会福祉協議会地域福祉部

：099-257-3855
〔担当課〕
◇ 買物弱者支援の制度等
〔平日8:30〜17:15〕
県総合政策部地域政策課

：099-286-2428
◇ 企業等への支援について
〔平日8:30〜17:15〕
県商工労働水産部商工政策課

：099-286-2931
【その他】
関係機関・団体の一覧
（中小企業支援機関マップをリンク）

【具体的な掲載情報】

Ⅱ 買物弱者支援促進事業

〔イメージ〕

○○ストア

○○電機

○○電気

○○店

○○書店

○○−
○○○○

○○−
○○○○

○○−
○○○○

○○−
○○○○

○○−
○○○○

○○−
○○○○○○ショップ

- 10 -



市町村における取組内容 助成内容

⑴ 検討促進 市町村における
支援の検討

①協議会等の構築・運営 ②住民へのニーズ調査
③講師の招聘・先進地視察

⑵
ア

商品を
近くに
届ける取組

配達
①車両の購入（リース含む）及び改造経費
②注文受付・配達システムの導入経費
③簡易レジなどサービス開始や拡大等に伴う初期投資費用

買物代行
①車両の購入（リース含む）及び改造経費
②注文受付・代行システムの導入経費
③簡易レジなどサービス開始や拡大等に伴う初期投資費用

移動販売
①車両の購入（リース含む）及び改造経費
②冷蔵（冷凍）庫や看板，簡易レジなどサービス開始や拡大等に伴う
初期投資費用

配食
①車両の購入（リース含む）及び改造経費
②注文受付・配食システムの導入経費
③簡易レジや調理器具などサービス開始や拡大等に伴う初期投資費用

自動販売機 ①食料品や日用品を扱う自動販売機の設置

家から
出かけ
やすくする
取組

送迎支援
○ 国庫補助等の助成対象
・ 過疎地域等のコミュニティバス・デマンドタクシー・自家用有
償旅客運送等の運行や車両購入，貨客混載の導入等に要する経費

・ 地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両
購入等に要する経費 など

※ 県は，事業者等の相談対応，市町村の取組事例の紹介，
買物弱者支援地域推進班等を通じた意見交換・情報交換等を行う。

交通（バス）
コミュニティバス

交通（タクシー）
デマンドタクシー

ドライブサロン

⑵
イ

情報発信
周知

市町村における
情報発信・周知を
行う仕組みの構築

①HPやLINE等を活用した情報発信のためのシステム開発

市町村１／２ 県１／２

市町村１／２ 県１／２

事業者１／２ 県
１／４

市町村
１／４

市町村助成

市町村への間接補助

(1) 買物弱者への支援を検討するために要する経費の助成

(2) 買物弱者対策の導入や拡充等に取り組むために要する経費の助成

【具体的な助成内容】

２ 買物弱者対策に取り組む市町村への支援
Ⅱ 買物弱者支援促進事業

・助成率：１／２・上限額：500千円
※ 高齢者人口割合が高く，小売店舗が
ほとんどない地域への支援の検討を要件

• 買物弱者対策に関する住民ニーズの把握や支援
サービス事業の実態把握，集落等における買物
弱者支援策の検討など，市町村が地域の実情に
応じた買物弱者対策を検討するために必要な経
費を助成する。

ア 移動販売や配達，買物代行など，「商品を近くに
届ける」買物弱者対策の導入や拡充に取り組む事業
者等に対する市町村の支援経費に対して助成する。

イ 買物支援サービス等の情報発信のための市町村
のシステム構築経費に対して助成する。

・助成率：市町村助成経費の１／２
・上限額：1,000千円

・助成率：１／２・上限額：1,000千円

 高齢者人口割合が高く，小売店舗がほとんどない地域への販売に取り組
む事業者への支援を要件 (複数市町村を跨ぐサービス提供を行う取組な
ど，幅広い買物弱者対策につながる取組について，優先的に採択する)
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○ 先進技術を活用した買物弱者支援策について，他自治体の活用事例や
法制度・製品技術動向等を踏まえ，調査する。

○ 具体的な市町村や地域を想定し，３〜４のモデル事例を示す。
○ 住民や事業者，市町村等への調査を行い，市町村において必要な機材
や経費等の詳細や適用可能性を示す。

○ モデル事例を市町村に共有するとともに，市町村や地元事業者を対象
にセミナーを開催し，地域での試行導入等につなげる。

【先進技術の例】
・ ドローン配送
・ 遠隔カメラによる買物（店舗の店員がスマートグラスを装着し，その店員の目線
にあるものを，買物する側がタブレットで映像を確認しながら，購入したい商品等
を店員に伝える）

・ メタバース（仮想空間上における買物）
・ 自動宅配ロボット，無人移動販売ロボット
・ ＡＩオンデマンド交通（ＡＩが示す，効率的な乗り合わせ・経路による
地域交通）

・ 自動運転技術（無人バス，無人タクシー等） など

（遠隔カメラによる買物）

（メタバース） （ドローン配送）

３ 先進技術を活用した支援策の調査・普及

Ⅱ 買物弱者支援促進事業
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鹿児島地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年10月４日（水） 14：20～15：50

・ 鹿児島地域振興局 ５階大会議室

イ 主な出席者

・ ＮＰＯ法人（地域サポートよしのねぎぼうず，結の夢来人・絆プ

ロジェクト，人・自然の南風）

・ 日置市自治会長連絡協議会会長

・ 市村担当者

・ 県（当局保健福祉環境部及び農林水産部，本庁関係課ほか）

・ オブザーバー（松田議員，上山議員，宝来議員，いわしげ議員，

森議員，岩重議員，宇都議員，村野議員，本田議員，東議員）

ウ 内容

・ 管内市村による買物弱者支援に係る取組や事例等の報告

・ 管内の主な買物支援サービス事業者及び事業概要等の紹介

（事業者への聞き取り調査の結果報告を含む）

・ 県全体及び管内の買物弱者等実態把握調査の結果説明

・ 意見交換

エ 主な意見等

・ 移動販売車については，利用者のほとんどが高齢者で，１人当た

りの購入金額も多くなく採算が取りにくいと聞いた。ガソリン価格

の高騰等を考えると，将来的にサービスが継続できるか不安（ＮＰＯ

法人）。

・ 例えば，移動販売車が巡回していない地域の買物弱者のために，

自動販売機（冷蔵・冷凍食品等）を設置するのはどうなのか（ＮＰＯ

法人）。

・ 吉野のような都市部においても買物弱者はいる。買物というのは

様々な意味でその人の生活を支えており，買物ができる状態は，そ

の人に生活意欲がある状態であると感じているため，買物弱者支援

は重要（ＮＰＯ法人）。

⑵ 買物支援サービス事業者との意見交換（令和５年９月実施）

ア 日置市社会福祉協議会

① サービス内容

買物代行（有償ボランティア：ひおき助けあい隊おきがるサービス）

鹿児島地域振興局
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② 主な意見・要望等

・ 当初は，有償でサービスを提供することに支援者の抵抗感もあ

ったが，徐々に浸透してきており，継続して取り組んでいきたい。

・ サービスを開始したことにより，地域でできることは地域でや

ってくれるようになった自治会も出てきた。

・ 事業に係る事務費等は共同募金助成金でまかなっているが，事

業継続のためには，行政からボランティア保険料や事務費等の補

助をお願いしたい。

イ いちき串木野市社会福祉協議会

① サービス内容

・ 移動販売車「ぐりんぐりん号」の運行

・ 移動販売事業者への補助（車両整備費，運行必要経費等）

② 主な意見・要望等

・ 当該サービスは「支え合いの体制づくり」と「介護予防の推進」

の観点から，支援者が買物弱者を気軽に支援できるような体制構

築を目的として実施している。

・ また，介護予防の観点からも，自宅から徒歩圏内の場所で買い

物ができる環境をつくる（移動販売車が巡回する）こととしてお

り，公民館等の人が集まる場所で販売している。

・ 事業を安定的に継続するために，移動販売車の運行等に係る経

費について，行政等からの補助をお願いしたい。

・ 移動販売車の販売員からは，移動販売車の巡回を楽しみにして

いる利用者の声が多いと聞いた。

ウ 買物支援サービス事業者（鹿児島市）

① サービス内容

買物代行

② 主な意見・要望等

・ 買物支援サービスは様々であることから，利用者が必要なサー

ビスを選択できるよう情報提供が必要。

・ 利用者が信頼度の高い情報にアクセスできるように，県のＨＰ

で買物支援サービス事業者等の情報を掲載して欲しい。

・ 買物弱者は年金生活の高齢者である場合が多いことから，行政

等の補助等がなければ，買物代行サービスは利用者負担が大きい

のではないか。

鹿児島地域振興局
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２ 管内の主な取組について

○移動販売車（ぐりんぐりん号）

⑴ 事業実施主体

いちき串木野市社会福祉協議会

⑵ 運行事業者

(有)大庭青果（社協と業務委託契約締結）

⑶ 運行開始日

令和４年１月31日

⑷ 運行車両及び購入財源等

・ 車両：冷蔵庫を備えた軽トラック（１台）

所有者は社協（運行事業者へ貸与）

・ 財源：(一社)カザミドリ の「かごしま自然エネルギー基金」※

※ (一社)カザミドリは，ヴィーナ・エナジーグループ（再生可能エネルギ

ー発電事業者）によって設立された団体で，地域活動に取り組む団体の助

成支援を行っている。助成対象地域は，主に鹿児島市，いちき串木野市，

薩摩川内市で，特に風車に近接する地域・集落。風力発電事業は日本風力

エネルギー㈱が実施。

⑸ 運行目的

高齢者等の移動困難者・買物弱者が買物しやすい環境をつくり，地

域による互助支援の取組を推進

⑹ 巡回場所

「ころばん体操 」が実施されている公民館等を中心に，現在，10※

地区20カ所を訪問（運行ルートは社協が決定）。

※ ころばん体操とは，Ｈ26年度「地域づくりによる介護予防推進支援モデ

ル事業」で開始。自治公民館などのいちき串木野市の住民主体の通いの場

で行われている健康体操で，腕や足の筋肉を中心に，全身，そして頭も鍛

えられる。

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

７月頃，買物弱者支援地域推進班会議を開催し，県や管内市村，関係団

体等の買物弱者支援の現状等を共有するとともに，今後の取組について意

見交換を行う。

鹿児島地域振興局
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南薩地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年11月９日（木） 13：30～15：50

・ 南薩地域振興局 会議室

イ 主な出席者

・ スーパーオーキ(南さつま市），南さつま農業協同組合

・ 枕崎市社会福祉協議会，指宿市社会福祉協議会

・ 指宿市自治公民館連絡協議会長，南九州市清水地区公民館館長

・ NPO法人指宿観光＆体験の会，NPO法人プロジェクト南からの潮流

・ 市担当者

・ オブザーバー（西村議員，園田議員，田畑議員）

ウ 内容

・ 県及び南薩地域における買物弱者等実態把握調査の結果説明

・ 市における買物弱者支援に係る取組紹介

・ 買物支援サービス提供事業者の取組紹介

・ 買物弱者支援に係る意見交換

エ 主な意見等

・ 人材確保に苦労しており，人件費への補助がほしい。（事業者）

・ ガソリン代が高騰しており，補助率を上げてほしい。（事業者）

・ 移動販売車は通常の車両より消耗が激しいため，修繕費に対する

補助がほしい。（事業者）

・ 移動販売の情報が伝わっていないところがあるので，自治会等で

の情報共有をお願いしたい。（事業者）

・ 買物弱者支援のサービスを提供している小売店の店主は高齢で，

後継者がいないところも多い。小売店がなくなるとその地域の方が

買物弱者になる。小売店を潰さない支援が地域の支援につながるの

ではないか。（社会福祉協議会）

・ 移動販売の場所が地区内に１箇所しかなく，遠い方もいるため，

販売場所を増やしてほしい。（公民館代表）

・ 地区公民館や自治会などの末端組織で「ライドシェア」事業がで

きれば買物弱者支援につながるのではないか。（公民館代表）

・ 観光客と地域住民を対象とした乗り合いタクシーのようなものが

導入できれば，利便性も高まり，観光客も地域の人とのふれあいを

楽しめるのではないか。（ＮＰＯ法人）

南薩地域振興局
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⑵ その他

① 事業者等へのヒアリング（８事業者等を訪問し，ヒアリングを実施）

② 現地視察

令和６年１月22日（月） 視察先：いちき串木野市社会福祉協議会

「生活支援体制の構築」及び「介護予防の推進」を目的とし，「こ

ろばん体操」の後などに移動販売車を巡回させている取組を視察。

市 事業者名等 取組内容 ヒアリング内容等

枕
崎
市

福祉系団体 福祉給食サービスを実施

・利用者は年々減少している。
・一番の課題は「人材確保」。年中無休で給食を提供しており，
かなり厳しい。従業員を募集しているが応募がない。
・ガソリン代，食材費，その他経費が高騰しており，経営が厳し
い。

移動販売事業者 移動販売を実施

・業務上の負担が大きく，人のやりくりが課題。
・車両及びその維持費は事業者で負担しているが，冷蔵庫搭載車
は燃費が悪く，走行距離も長くなる。車両を更新したいが，それ
に見合うだけの売上増は見込めない。

移動販売事業者 移動販売を実施

・玄関先まで運ぶことを意識しており，顔見知りであれば，訪問
時の様子の写真を撮って離れて暮らす親族へＬＩＮＥで送るサー
ビスも実施。
・利益はでず，車両代や燃料費は持ち出しであり，家族経営だか
らやっていける。
・車両や燃料費に対する助成について補助率を上げてほしい。ま
た，助成対象要件を緩和し，ハードルを下げて欲しい。
・運営費についても助成がほしい。既存事業者の取組を継続して
いけるような支援が必要。

福祉系団体

 食料品等宅配サービスの
 情報発信
　事業者の情報をホームペ
　ージに掲載したり，窓口
　で配布するなどの情報発
　信を実施

・市からの委託事業で困りごと調査のアンケートを実施したとこ
ろ，買物支援を求める声があったことから実施。
・スタッフ不足で情報更新ができていないことが課題。

自治会

　有償ボランティアを実施
　 地区住民の生活支援を
　 地区住民が有償ボラン
　 ティアを実施

・買物支援については，公民館に来る移動販売で購入したものを
自宅に届けるくらいで，お金はもらっていない。市街地での買物
も対応する予定だが，今のところ依頼がない。
・地区内に小規模ストアがあり，移動販売も週1回来るので，そこ
まで困っている人はいないのではないか。

　
指宿市

予約型乗り合いタクシー
（あいタク）の運行

・あいタクは令和２年４月から運行。
・課題はタクシーの乗務員の高齢化。乗務員の処遇改善が必要。

南
さ
つ
ま
市

移動販売事業者 移動販売を実施

・毎回決まった場所と時間で，移動販売を行っているが，要望に
よっては利用者の自宅前まで移動し，販売することもある。
・半分ボランティアの気持ちで実施。
・燃料代の高騰により出費が苦しい。
・人件費の補助がほしい。

南
九
州
市

移動販売事業者 移動販売を実施
・「人件費」や「燃料費の高騰」などにより経営が厳しい。
・人件費の補助がほしい。
・燃料費の補助率を上げてほしい。

指
宿
市

南薩地域振興局
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２ 管内の主な取組について

指宿市社会福祉協議会では，ＨＰに「生活お役立ち情報」として食料

品の宅配サービスを行っている商店等の情報を掲載するとともに，社協

の窓口で配布している。（各商店の配達地域及び主な取扱商品を取りま

とめた一覧と各商店の営業時間や連絡先等の詳細情報を掲載）

【指宿市社会福祉協議会ＨＰ（商店等一覧）】

【詳細情報】

R5.7.31南日本新聞

※ヒアリング内容は1(2)①

「事業者等へのヒアリング」

のとおり

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

・ ９月頃，買物弱者支援地域推進班会議を開催し，市や事業者と現状把

握や情報交換・共有等を行う。

南薩地域振興局
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北薩地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年11月22日（水）14:00～16:00

・ さつま町虎居地区公民館

イ 主な出席者

・ 買物支援サービス提供事業者（落青果，旭交通（株），生活協同

組合コープかごしま，（有）山之口ストア）

・ 各市町担当者

・ 地区コミュニティ協議会会長等

・ オブザーバー（内田県議）

ウ 内容

・ 県の買物弱者支援に係る取組説明

・ 各市町の買物弱者支援に係る取組説明

・ 買物支援サービス提供事業者の取組説明

エ 主な意見等

・ 買物弱者の把握が課題。民生委員の協力を得られないか。

・ 地区コミュニティと連携し，共同購入配達の時間帯を利用

事
した買物やレクリエーション等のサロン活動を実施してお

業
り，もっと広げていきたい。

者
・ 電話での注文が難しい方もいらっしゃるので介護事業者に

入っていただくことはできないか。そういったことを協議す

る場が必要。

・ 地域ケア会議は介護サービスの部分に特化した内容になっ

ていて，生活支援（買物支援）まで踏み込んだ話ができてい

行 ない。（阿久根市）

政 ・ ドライバー不足でコミュニティバスや乗り合いタクシーの

便数を増やしたり，エリアを広げたりするのが，現実的に難

しい。（さつま町）

地
・ 地域が今，何に困っているのかを地域で調査して把握し，

域
支援するための体制づくりが必要。（地区コミュニティ協議

会）

北薩地域振興局
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北薩地域振興局

⑵ その他

・ 「入来朝陽楽しいお買い物クラブ」の取組を視察

（令和６年３月）

・ 北薩地域行政懇話会（令和５年10月～12月）及び地元県議との意見

交換会（令和６年２月）において，買物弱者支援に関する取組につい

て情報提供を行った。

２ 管内の主な取組について

・ 入来朝陽楽しいお買い物クラブ（ 摩川内市）

地域の買物困難の声を受けた社会福祉協議会から相談が寄せられ，

令和３年に 摩川内市入来朝陽地区のコミュニティセンターでスター

ト。

毎週木曜日，共同購入配達の時間帯を利用して，買物とおしゃべり

やレクリエーション等のサロン活動が実施されている。

・ 買い物支援ガイド（ 摩川内市）

 摩川内市で行っている買い物支援サービスを掲載した買い物支援

ガイドを作成し，市民へ周知を図っている（別紙参照）。

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

・ 10月頃までに，買物弱者支援地域推進班会議を開催し，市町や事業

者等と現状や課題等について協議するとともに，今後の取組について

意見交換を行う。

・ 北薩地域行政懇話会や地元県議との意見交換会において，買物弱者

支援に関する取組について意見交換を行う。
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姶良・伊佐地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年10月５日（木） 13：30～16：00

・ 姶良・伊佐地域振興局 ４階中会議室

イ 主な出席者

・ 集落代表者（霧島市水尻東集落，伊佐市岩坪自治会，姶良市白金

原自治会）

・ 事業者（旭交通株式会社，さかいだストアー）

・ 市町担当者

・ 県関係者（局地域保健福祉課・農政普及課，地域政策課）

ウ 内容

・ 県による買物弱者等実態把握調査の結果説明

・ 姶良・伊佐地域における買物弱者の現状及び他の地域における取

組事例の紹介

・ グループワーク（集落代表者・買物弱者支援サービス事業者・行

政ごとに分かれ，ワークショップ形式で，地域における課題，やり

たいこと等について話し合った。）

エ 主な意見等

課題 やりたいこと・できること

人口減少もあり支援 校区コミュニティ協議会で，買物

組織が弱い。 弱者を支援するための体制づくり

集落 交通手段がない。 に取り組む。

代表者 地域の絆が弱くなっ 集落においても，個々人に対する

てきている。 サービスの周知・提供など，でき

る限りのことは行いたい。

人手不足 人手を確保した上でのサービスの

拡大

事業者 新規客の獲得 行政・社会福祉協議会との連携

情報周知の不足 インターネットを介さない周知の

工夫

交通手段がない。 買物（送迎）バスの事業化・増便

行政 店舗の減少 集落で一括して注文

支援対象がはっきり 地域内での交流の場を増やす。

していない。

姶良・伊佐地域振興局
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⑵ 中山間地域等集落活性化推進姶良・伊佐地域会議

ア 日時・場所

・ 令和５年11月22日（水） 14：00～15：20（買物弱者支援に関

する部分は14：00～14：30）

・ 姶良・伊佐地域振興局 ４階大会議室

イ 主な出席者

【買物弱者支援地域推進班】

・ 集落代表者（姶良市白金原自治会）

・ 事業者（さかいだストアー）

・ 市町担当者

・ 県関係者（局地域保健福祉課・農政普及課，地域政策課）

【買物弱者支援地域推進班以外】

・ 県コミュニティづくり推進協議会推進委員

・ 地縁組織（姶良市自治会運営推進会議，湧水町区長会）

・ ＮＰＯ法人等（ＮＰＯ法人Ｌかごしま，蒲生郷おかべ会）

・ 市町担当者

【オブザーバー】

山田県議，池畑県議，平原県議，秋丸県議，渡邉氏（米丸県議代理）

ウ 内容

買物弱者支援に係る県の取組及び振興局の取組説明

エ 主な意見等

【県議員】

・ 他県では部局横断的な組織もある。総合政策的な視点から，

多方面の関係者で取り組んでほしい。

・ 稼働していないタクシーを活用できるようにタクシー会社

トップと協議してほしい。

・ 中山間地域でスーパーがないところ，市街地でも交通手段

がないなど課題が多い。

・ 買物弱者は医療のアクセスが困難な方々だと思う。早い対

応が必要

・ 中山間地域のスクールバス運転手の待機時間において，ス

クールバスを活用できないか。

・ 市町の支援としてコミュニティバスが出てくるが，利用者

が少ない。ニーズにあった事業が必要

【構成員】

・ 判断力が低下している高齢者が増加。サポートが必要

・ コミュニティバスなど利用者が少ない。しっかりと検証し

て，どういう支援が必要なのか地域で活動している人たちか

ら意見を聞いてほしい。

姶良・伊佐地域振興局
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姶良・伊佐地域振興局

・ 買物だけでなく移動に困難を抱えている人への対応や包括

的な支援体制の構築が必要

・ 病院の送迎バスが，スーパーなどで途中下車できるといい

のだが，法的に問題があるようだ。そのような対応が可能な

制度の構築が必要

⑶ その他

【買物弱者支援地域推進班会議のグループワークで把握できた事項

（(1)エ以外）】

集落代表者

・ 高齢の単身女性には，元々運転免許を持っていないなどのため，

運転できない方が一定数いる。

・ このような方々の中には，行政が運営するコミュニティバス等

のバス停から自宅までの距離が遠く，バスが利用できないため，

タクシーを使って市街地で買物をしている。（１回3,000円ほど使

っているのではないか。）

・ 市街地の中にも，買物に困っている方が一定数いる。

・ 小さい自治会のみでは対応しきれない（対応できる人数の不足，

利用者が少ないため配達業者等が来ないなど。）。大きな組織であ

る校区コミュニティ協議会で支援に取り組む必要がある。

・ 地域における買物弱者についての認識が甘く，今回の会議を通

して再認識するきっかけとなった。

・ 地域コミュニティ等で買物サロンを行う場合は，自家用車を使

って車の運転ができない方の送迎なども考えられるが，事故が発

生した場合の保険の対応について検討する必要がある。

買物弱者支援サービス事業者

・ 買物代行は，１回にかかる時間が長い。

・ お客様と事業者間でコミュニケーションをとって信頼関係を築

き，ニーズを擦り合わせていく必要がある。

・ 集落代表者の方には，買物サービス業者紹介のため，集落の方

々との直接話ができる場をつくってもらいたい。

行政

・ 現在実施している事業以外で取り組む必要がある事業について

手詰まり状態（これ以上何をしたらよいのか。）

・ 実施している事業について，住民の方に上手く情報提供できて

いない。

・ 買物弱者の定義はあるが，本当に困っている人はどこにどれだ

けいるのか，把握する必要がある。
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姶良・伊佐地域振興局

２ 管内の主な取組について

○ 「きりしまＭワゴン」（ＡＩオンデマンドバス）の運行（霧島市）

時刻表や決まった運行路線がない予約型の乗合バス。予約に応じて，

人工知能（ＡＩ）が最適な経路を導き出し，指定の停留所まで送迎

○ 旭交通株式会社による「便利びんサービス」及び「おたすけくんサー

ビス」（霧島市）

・ 便利びんサービス

お客様の御依頼に沿って行う特別な技術を要しない簡易な代行サ

ービス（弁当配達等）

・ おたすけくんサービス

高齢者の方へ，毎日の御用聞きと体調確認の声かけを行う会員制

サービス

○ フレッシュフィールドなりざわによる移動販売車「とくし丸」の運用

開始（伊佐市）

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

【地域振興推進事業】

「姶良・伊佐地域生活支援体制推進事業」を実施予定

姶良・伊佐地域において，「困っている方」（外出困難，交通機関

の不足などにより，医療機関への受診や福祉・介護に関するサービ

ス，また，買物などについて，適切な支援等を受けられない，又は

ない。）に対する適切な施策やサービス等を行う生活支援体制を構

築するため，詳細な調査を実施し，その構築について，振興局・各

市町（集落）がそれぞれの立場で行うべき具体策を検討する。

【買物弱者支援地域推進班会議】

集落の代表者・事業者・市町との意見交換を行い，引き続き必要な

支援について検討する。
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大隅地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 大隅地域行政懇話会

ア 期間・場所

(ア) 令和５年９月27日（水）～10月24日（火）

(イ) 大隅地域管内各市役所，町役場

イ 主な出席者

(ア) 市町首長，副首長，各課長，担当者等

(イ) 局長，各部長，事務局（総務企画課）

ウ 内容

当局から買物弱者支援をテーマとして提案し，地域政策課が実施した買

物弱者支援等実態把握調査の各市町毎の結果説明を行った後，首長との

意見交換を行った。

エ 主な意見等

(ア) 買物弱者支援について，現在様々な取組を行っているが，今後とも住

民ニーズを把握し，内容の充実を図っていく必要がある。

(イ) 買物弱者支援サービス事業の継続・維持のため，県からの財政的支

援をお願いしたい。

⑵ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

(ア) 令和５年11月21日（火） 13：30～15：30

(イ) 大隅地域振興局 別館２階大会議室

イ 主な出席者

(ア) 民間事業者２者〔タクシー事業者(垂水市)，スーパー(錦江町)〕

(イ) 管内市町社会福祉協議会

(ウ) 市町担当者

(エ) 県(当局保健福祉環境部,農林水産部,建設部,本庁地域政策課）

ウ 内容

(ア) 県全体及び管内の買物弱者等実態把握調査の結果説明

(イ) 出席者による買物弱者支援に係る取組紹介

(ウ) 意見交換

エ 主な意見等

(ア) 国庫補助対象の地域間幹線バス路線がある地区では，補助要件上

乗合タクシーが運行できないが，乗合タクシーが運行できれば住民の利

便性が増すのではないか。（タクシー事業者）

大隅地域振興局
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大隅地域振興局

(イ) 買物弱者支援は，介護保険部門，企画政策部門等が別々に取り組む

のではなく，部門間の連携を強化し，包括的に一体となって取り組んで

欲しい。（スーパー）

(ウ) キャッシュレス決済や土地勘のない従業員でも配達できるような

ナビゲーションシステムの導入支援，赤字部分への補填支援等をお

願いしたい。（スーパー）

２ 管内市町の主な取組について

⑴ ９市町：買物支援サービス提供事業者（JA，個人商店）による移動販売

⑵ ９市町：ヘルパーによる買物代行支援

⑶ ７市町：オンデマンド交通事業

⑷ ４市町：コミュニティバス事業

⑸ ２市町：ドライブサロン事業（社会福祉協議会）

事業の利用状況が低迷している市町もあり，制度の周知を図る必要がある。

事業継続に向けて買物支援事業者の確保と事業者への人材確保が課題となっている。

〈特徴的な取組〉

⑴ 移動販売車の新規購入経費の補助や民間事業者３者に委託して移動販

売車の運行を行っている。また，住民のニーズを把握するために実態把握調

査を町独自で行った。（南大隅町）

⑵ 人工知能（AI）システムを利用し，電話やWeb版アプリでの予約を受けつ

け，最適なルートを自動計算する乗合タクシー事業を行っている。（肝付町）

⑶ 小売店がない地区で簡易郵便局に併設する形で小売店を設置し，惣菜や

日用品の販売や配達を行っている。（東串良町）
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大隅地域振興局

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 開催予定時期 令和６年５月

イ 内容

(ア) 県の買物弱者支援に係る新たな支援制度の説明

(イ) 講演（先進的な取組）

⑵ 地域振興推進事業（地域課題解決支援事業）による支援

自治会，ＮＰＯ法人，民間事業者等による地域課題の解決に向けた取組

を支援する。

ア 補助対象者

集落，自治会，ＮＰＯ法人，ボランティア団体，民間事業者等

イ 補助対象事業

「大隅地域 地域振興の取組方針＜改訂版＞」に記載の大隅地域

の課題や取組方針に沿った取組であること

ウ 補助率等

(ア) 補助率 １／２以内

(イ) 補助額 １事業あたり300千円以内

※ 令和６年度から商店街活性化を図るための活動に対する商店街

振興枠（上限600千円）を新設

(ウ) 予算額

6,000千円
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熊毛地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年10月６日（金）9：00～9：50

・ 熊毛支庁第１会議室（オンライン併用）

イ 主な出席者

○ サービス提供事業者

・ 移動スーパーによる販売サービス提供事業者

・ ＮＰＯ法人（有償ボランティアによる買物送迎・代行・同行支援）

・ 福祉車両を使用した買物送迎・代行・同行支援提供事業者

○ 西之表市区長会会長，中割地区地域活性化交流拠点施設代表，南

種町自治公民館連絡協議会長，南種子町地域女性団体連絡協議会長，

屋久島町区長連絡協議会長

○ 市町担当者

ウ 内容

・ 団体の買物弱者支援に係る取組紹介

・ 市町村における買物弱者支援に係る取組紹介

・ 県による買物弱者等実態把握調査の結果説明

エ 主な意見等

(ｱ) 移動スーパーについて

・ 運行する地域を広げてほしい。（自治会長）

・ 団地に駐車スペースがなく，利用者が苦労している。また，

ドライバーが使用できるトイレがない。（事業者）

・ 温暖化により，クーラーの使用期間が長期化し，原油価格も

高騰しているため，燃料費の補助があれば助かる。（事業者）

(ｲ) 買物送迎支援について

・ 有償ボランティアスタッフが利用者を送迎する際は，私有車

を使用しているため，スタッフの私有車に関連する費用に対し

て支援がほしい。（事業者）

熊毛支庁
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(ｳ) 福祉タクシーについて

・ バスと比較すると割高になるため，利用者の経済的負担を減

らすために，タクシーチケット制度の導入や乗り合い利用がで

きるよう集落などでとりまとめてもらえると助かる。（事業者）

(ｴ) その他

・ 要介護度の高い方は福祉施設に入所しており，それ以外大半

の高齢者の方は店を利用している。本当に困っている人はあま

りいないのではないか。（自治会長）

⑵ その他

・ 買物弱者支援地域推進班会議に先立ち，サービス提供事業者へ取組

内容ついてヒアリングを実施した。

（サービス提供事業者）

・ 移動スーパーについては，全国的に展開されている移動販売の

優良事例であり，他の町でも地元スーパーが主体になり導入すれ

ばよいと思っている。

（ＮＰＯ法人）

・ 特にご高齢の方は，電球の交換など生活のちょっとしたことが

難しい。そのため，有償ボランティアの方々を募り，地域の方々

の生活を支援している。買物代行・同行・送迎もその一環。

２ 管内の主な取組について

（西之表市）・ キッチンカーを運営し，大字地区の高齢者の方へお弁

当や惣菜の配達，販売を実施している。

・ デマンド型乗り合いタクシー，市街地巡回バスの運行

（中種子町）・ 予約型乗合タクシー，コミュニティバスの運行

（南種子町）・ コミュニティバスの運行

（屋久島町）・ 高齢者バス利用特例制度（町内在住の70歳以上の方が

定額でバスに乗り放題）

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

・ 各市町における買物弱者の実態把握へ向けて支援するとともに，市町

等，関係団体を通じた住民への移動販売等民間サービスの情報提供に努

める。

・ 10月頃，買物弱者支援地域推進班会議を開催し，市町や事業者と意見

交換を行う。

熊毛支庁
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大島地域における買物弱者への支援について

１ 令和５年度の取組について

⑴ 買物弱者支援地域推進班会議

ア 日時・場所

・ 令和５年10月６日（金） 14：50～16：10

・ 大島支庁４階 大会議室（オンライン併用）

イ 主な出席者

・ 奄美市笠利国民健康保険診療所，奄美市社会福祉協議会，NPO法

人生活支援すみれ会，社会福祉法人竜泉会，とくし丸（徳之島管内），

和泊町社会福祉協議会

・ 市町村担当者

・ 地域政策課

・ 支庁総務企画課，健康企画課，農政普及課，建設課

ウ 内容

・ 県による買物弱者等実態把握調査の結果説明

・ 市町村における買物弱者支援に係る取組状況説明

・ 買物支援サービス提供事業者の取組状況説明

・ 全体意見交換

エ 主な意見等

・ 買物支援を行っているが利用者の確保に苦慮しており，地域に対

する情報発信の部分を協力してほしい。（事業者）

・ 継続的に支援を行うための財源確保が必要。（事業者）

⑵ その他

例年，支庁長が各市町村を訪問し，地元首長と地域課題等に係る意見

交換を行っており，今年度は買物弱者支援をテーマの１つに設定し，取

組状況等について意見交換を行った。

【主な内容】

・ 本年度から村直営で村内どこでも乗り降り可能な移動支援車を導入

し，買物支援を含む移動支援を行っている。（大和村）

・ 社会福祉法人竜泉会に町が委託し宅配給食サービスを提供している

ほか，とくし丸の個人事業者が移動販売を行っている。（龍郷町）

・ RMO事業において，無人販売のフォロー，今後開設予定の農産物直

売所における配達支援や移動販売を実施する予定。（天城町）

大島支庁
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２ 管内市町村の主な取組について

⑴ 交通対策

地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保のため，各市町村におい

て廃止路線代替バス等の運行に係る費用補助や集落内を巡回するコミュ

ニティバスの運行，高齢者のバス乗車料金を補助する敬老バス事業等に

取り組んでいる。

⑵ 笠利さばくり隊

奄美市笠利国民保険診療所職員ら有志約40名で組織されたボランティ

ア団体で，移動手段を持たない高齢者等の買物支援や墓参り介助等に取

り組んでいる。

⑶ とくし丸

移動販売車を用いて利用者の自宅まで向かい，食品や日用品等を対面

販売しているが，対面販売の特徴を生かし，高齢者の見守り活動にも取

り組んでいる。昨年度は消費者庁モデル事業（買物支援を通じた見守り

活動）の委託を受け，消費者被害の調査や高齢者の見守りを実施。

３ 令和６年度の予定について（現時点での見込み）

・ 買物弱者支援に関する県や市町村事業等の情報提供・周知を行う。

・ 市町村の現状把握に向けた関係者との意見交換を行う。

・ 10月頃，買物弱者支援地域推進班会議を開催し，管内市町村や事業者

と買物弱者支援のあり方等について意見交換を行う。

大島支庁
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部局横断的に，買物弱者への支援
に関する施策の検討や情報共有等
を行う

班長：総合政策部参事
（地域政策担当）

副班長：地域政策課長

構成員：人事課長
青少年男女共同参画課長
くらし共生協働課長
総合政策課長
交通政策課長 ＰＲ観光課長 環境林務課長
保健医療福祉課長 社会福祉課長
高齢者生き生き推進課長 商工政策課長
農政課長 農村振興課長 むらづくり企画監
監理課長 危機管理課長 総務福利課長

買物弱者支援推進班

各地域振興局・支庁に設置し，
市町村や事業者及び各分野の
関連団体等と連携して買物弱
者への支援に関する協議や調
整等を行う

構成員：地域振興局・支庁総
務企画部ほか関係部
市町村
買物弱者への支援に
取り組む企業や
ＮＰＯ法人等

買物弱者支援地域推進班

本庁及び出先機関を含め部局横断的に，
買物弱者への支援に関する協議，調整及び推進を行う

本部長：知事 副本部長：副知事（総合政策部担任）

本部員：副知事 総務部長 男女共同参画局長 総合政策部長
地域政策総括監 観光・文化スポーツ部長 環境林務部長
くらし保健福祉部長 子育て・高齢者支援総括監

商工労働水産部長 農政部長 土木部長
危機管理防災局長 地域振興局・支庁長 教育長

買物弱者支援推進本部

〔参考〕 鹿児島県買物弱者支援の推進体制
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